
本県の取組

ダイオキシン類は廃棄物焼却施設や製鋼用電気炉等で発生し、大気や水といった様々な環境媒体中を移動
し、人の体内に摂取されます。そのため、ダイオキシン類対策を進めるに当たっては、次のことが大切です。

そこで、県では、ダイオキシン法や廃棄物処理法に基づき、次のような対策に取り組んでいます。

○　大気・水質・土壌等の環境媒体や食品等の汚染の実態把握
○　廃棄物焼却施設等におけるダイオキシン類の排出抑制対策及び廃棄物の発生抑制と減量
化・資源化の徹底

図6 県のダイオキシン類対策のあらまし（政令市※6を除く。）

【 柱 】 【 主 な 取 組 】【 施 　 策 】

1 発生源対策の推進
（ 5～9ページ）

2 環境調査等の推進
（ 10～20ページ）

3 情報提供・普及啓発
（ 20ページ）

4 推進・検討体制の整備
（ 21ページ）

ごみ処理広域化計画の推進
ダイオキシン類対策特別措置法の施行
廃棄物焼却施設の解体撤去作業への対策
廃棄物自主管理事業の推進
廃棄物処理計画の推進

大気、水質、土壌等の常時監視
全県レベルの環境実態調査
排出源究明等の緊急対策調査
食品からの摂取量調査
水道水調査
母乳に関する国の継続調査への協力
PRTRデータの公表
研究及び検査・緊急対応による分析

（1）廃棄物焼却施設対策

（2）廃棄物の発生抑制対策

（1）大気、水域等の環境調査

（2）食品等の調査

（3）母乳の継続調査
（4）PRTR等の推進
（5）調査研究体制

環境白書、インターネットによる情報の提供
環境科学センター等の窓口における質問、相談等への対応
ダイオキシン対策レポート等による情報提供
研究等の実施

庁内横断的な検討
学識経験者による専門的な検討

Ⅲ
1 ダイオキシン類対策のあらまし

※6 ダイオキシン法では、県、横浜市、川崎市、横須賀市及び相模原市がそれぞれの区域の環境調査を受け持つこととなっています
（横須賀市については平成13年度から、相模原市については平成15年度から。）。この冊子では、これらの4市を「政令市」といい、政
令市の市域以外の区域を「県域」といいます。

さらに、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（以下「PRTR法」
といいます。）」の運用、各種調査結果の情報提供等を行うとともに（図6）、これらの対策を的確に進めるた
めに、関係する市町村との連携を図りつつ取り組みを進めています。
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■政令市の取組
ダイオキシン法の政令市である横浜市、川崎市、横須賀市及び相模原市における平成17年度の取組を紹

介します。
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横　　浜　　市

1 一般環境大気調査
定点測定：18地点（年4回測定）

2 水質調査
河川11地点、海域7地点、地下水9地点
（年1回測定）

3 底質調査
河川11地点、海域7地点（年1回測定）

4 土壌調査
28地点（年1回測定）

1 焼却施設に対する指導
法令に基づく規制指導を実施するとともに、次のよ
うな立入調査を行っています。
（1） 焼却炉…排出ガス（27施設）、焼却灰、集じ

ん灰調査（13施設）
（2） 周辺大気調査（5施設）
（3） 小規模焼却炉…焼却灰調査（5施設）
（4） 事業場排水調査（19事業場）

2 産業廃棄物最終処分場に対する指導
浸出水、放流水について12検体、周辺地下水につ

いて15検体の調査を実施しています。
3 廃棄物焼却施設の解体工事への指導
平成15年4月1日施行の「横浜市生活環境の保全等

に関する条例」に基づき、焼却施設の解体工事を施工
しようとする事業者からの届出を義務づけ、解体工事
によるダイオキシン類等の汚染防止について指導して
います。（平成17年度届出件数59件）

1 市の焼却施設における対応
焼却工場では、高温焼却と連続運転を実施するとと
もに、排出ガス処理設備によりダイオキシン類の排出
量を削減しています。
2 環境科学研究所における測定分析・調査
環境科学研究所では、次のような測定分析・調査・
研究を行っています。
（1） 大気、水質、土壌、底質の分析
（2） 地下水の分析
（3） 粉じんの粒径別含有量調査等

3 公表及び啓発
（1） 広報パンフレットの作成配布
（2） 測定結果の公表

環境調査及び事業所での自主測定結果などを、
インターネットのホームページ等により公表し
ています。

川　　崎　　市

1 一般環境大気調査
3地点（年4回測定）

2 ごみ処理センター周辺環境大気調査
32地点（年2回測定）

3 水質調査
河川10地点、海域5地点、地下水3地点（年1回測
定）

4 底質調査
河川2地点、海域5地点、（年1回測定）

5 土壌調査
市内公園17地点（年1回測定）

1 ダイオキシン法、条例等に基づく指導
ダイオキシン法、川崎市公害防止等生活環境の保全
に関する条例等に基づき、次のような監視・指導を行
っています。
（1） 立入検査

ア 届出内容の現地確認
イ 排出ガス、排出水、ばいじん等のダイオキシ
ン類の検査

（2） 自主測定の実施及び測定結果の報告の指導
2 廃棄物焼却施設の解体工事への指導
「川崎市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオ
キシン類等汚染防止対策要綱」に基づき、解体工事を
実施する事業所に対し指導しています。

1 市のごみ処理センター及び廃棄物埋立地におけるダ
イオキシン類排出実態調査
4処理センターのごみ処理施設から排出されるダイ

オキシン類（排出ガス、排出水、ばいじん等）及び廃
棄物埋立地から排出されるダイオキシン類（放流水）
の実態把握を継続して調査しています。
2 公表及び啓発
（1）環境調査結果の公表

市内の環境調査結果について、インターネット
のホームページ、環境局事業概要等により公表し
ています。

（2）自主測定結果の公表
事業所での自主測定結果について、市に報告の
あった内容を閲覧簿及びインターネットのホーム
ページにより公表しています。

（3）パンフレットの配布
パンフレットを市民に配布するとともに、イン
ターネットのホームページに掲載しています。
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横　須　賀　市

1 一般環境大気調査
5地点（年4回測定）

2 水質調査
河川3地点、海域5地点、地下水4地点
（河川は年4回、他は年1回測定）

3 底質調査
河川3地点、海域5地点（年1回測定）

4 土壌調査
市内公園17地点（年1回測定）

1 特定施設等に対する調査指導
関係法令に基づきダイオキシン類発生施設に対して

削減対策等の指導をするとともに、次のような調査を
実施しています。
（1） 立入調査

廃棄物焼却施設、下水道終末処理施設、廃棄
物最終処分場

（2） 自主測定、排出基準の遵守及び施設の適正な
維持管理の指導

2 廃棄物焼却施設の解体工事等への指導
廃棄物焼却施設の解体や改修において、「横須賀市

廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等
汚染防止対策指針」に基づき、解体工事を実施する事
業所に対し指導しています。

1 市のごみ焼却工場の対策
（1） ごみの燃焼管理を徹底し、ダイオキシン類排

出量の低減化を図っています。
（2） ダイオキシン類排出実態調査

南処理工場の排ガス、ばいじん、焼却灰及び
排水中のダイオキシン類の実態把握を継続して
行っています。

2 公表
調査結果はインターネットのホームページ等で公
表しています。

相　模　原　市

1 大気調査
一般環境4地点、焼却施設が立地する地域6地点
（年4回測定）

2 水質調査
河川5地点（年2回測定）、
地下水4地点（年1回測定）

3 底質調査
河川5地点（年1回測定）

4 土壌調査
3地点（年1回測定）

1 廃棄物処理施設に対する指導
法令に基づく指導を実施するとともに、ダイオキシ

ン類の調査を行っています。
（1） 大型廃棄物焼却施設…排ガス（22施設）、焼

却灰（17施設）、ばいじん（12施設）
（2） 一般廃棄物最終処分場…周縁地下水（1検体）

2 廃棄物焼却施設の解体工事への指導
廃棄物焼却施設の解体に当たっては「相模原市廃棄

物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染
防止対策要綱」に基づく指導を行っています。

1 市の清掃工場（焼却炉）について
（1） 燃焼管理を徹底し、ダイオキシン類の排出抑

制に努めています。
（2） 排ガス、焼却灰及びばいじん中のダイオキシ

ン類を測定し、実態把握に努めています。
2 公表
ダイオキシン類に関する測定結果等について、イン

ターネットのホームページや「広報さがみはら」で公
表しています。
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